
■地域の防災力の向上を図るため、平成26年度に地域本部を５つのブロックに設置、令和5年度に「総合防災対策地域本部」に名称を変更
■平常時は「市町村の災害対策の支援」や「災害対策支部の運営体制の強化」、災害発生時には「災害対策支部の運営」
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各地域本部は災害対策支部として活動
　■地域本部長が災害対策支部長
　■総合防災拠点の運営　等
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広域拠点(４箇所)：室戸広域公園、青少年センター（香南市）
　　　　　　　　　　　　　　　春野総合運動公園、宿毛市総合運動公園
地域拠点(４箇所)：安芸市総合運動場、高知大学医学部
　　　　　　　　　　　　　　　四万十緑林公園、土佐清水総合公園
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※令和５年度の主な取組
　　　

　【津波避難対策】　　
　　○津波避難計画の実効性の確保
　　（現地点検をふまえた重要な避難路のブロック塀や老朽住宅の除去に向けた戸別訪問、チラシの配布、
　　　津波からの早期避難の呼びかけ）
　　○避難行動要支援者の個別避難計画の作成
　　（市町村の作成する計画の実効性を高めるため、福祉保健所と連携して取組を支援）
　【避難所対策】
　　○避難所の運営体制の充実
　　（一般の避難所における要配慮者対応を強化するため、避難所運営マニュアルのバージョンアップ支援）
　　○避難所の確保（収容量が不足する11市町村の広域避難体制の整備の支援）

　【応急期の機能配置計画】
　　○広域調整をふまえた施設や用地の確保の支援
　【孤立集落対策】
　　○ヘリ離着陸場の確保、応急救助機関とのヘリランディングポイントの共有
　【自主防災組織の活性化】
　　○活動事例の紹介、訓練や学習会の開催の支援
　【各種計画策定】
　　○道路啓開計画等の実効性を確保するため、土木事務所等と道路啓開作業者との訓練に参加
　　○福祉保健所と連携し、地域ごとの医療救護の行動計画のバージョンアップ、訓練への参加・助言　等
　　○「南海トラフ地震臨時情報」発表時における市町村や県民の適切な防災対応の計画策定を支援
　【事前復興まちづくり計画】
　　○市町村の計画策定に向けた取り組みの支援
　【総合的な防災対策】
　　○市町村BCPを基にした防災訓練の支援や補助金の審査　等

　　○災害対策支部や総合防災拠点の運営マニュアルの検証・見直し
　　○防災訓練（支部訓練）、物資配送訓練等の実施
　　○近傍待機（地域本部及び出先機関の幹部職員）

　　○総合防災拠点の開設・運営
    ○応急救助機関の活動支援
　　○市町村へのリエゾンや連絡員の派遣、市町村の受援に関する調整
　　○情報収集、ドローンによる災害調査　等

市町村の災害対策の支援

災害発生時に災害対策支部の運営

災害対策支部の運営体制の強化

総合防災対策地域本部と総合防災拠点の体制


